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   情報通信基盤の整備 ～超高速ブロードバンド整備の取り組み～   

［県の支援の考え方］    民間事業者による超高速ＢＢ整備が見込まれない地域において、市町村のニーズに応じて財政支援を行い、未整備地域の解消を図る。 
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【公設方式】 地域情報化推進交付金 （新規） 
 

 市町村が事業主体となって行う超高速ＢＢ整備を、交付金によって支援する。 
 
     ［事業実施主体］市町村（国１/２又は１／３、市町村１/２又は２／３（過疎債）。県は１/２０相当を後年度支援） 
         平成３０年度当初予算額           ０千円  
         債務負担行為（平成３１年度）   ３５，２５０千円（大豊町） 
 
          交付金は、事業完了の翌年度から最長５年間にわたって交付し、市町村は管理運営等の経費に充当 

【民設方式】 情報通信基盤整備事業費補助金 （継続） 
 

 市町村が補助を行うことで民間事業者が超高速ＢＢを整備する場合に、その事業費の一部を補助する。 
     ［補助率］１/１０  ［事業実施主体］民間事業者 
          平成３０年度当初予算額      ３１，３６０千円（仁淀川町） 
          債務負担行為（平成３１年度）  ２３，１２０千円（土佐清水市） 
          平成２９年度  繰越         １５，５８０千円（三原村）  
    

 
 

               情報政策課 
 

     Ｈ３０当初予算額 ３１，３６０千円 
     債務負担行為額  ５８，３７０千円 

平成30年5月30日 中山間総合対策本部会議 

整備方法 

県交付金

補　助　対　象　事　業　費

国補助　（1/2） 過疎債　（1/2）

交付税措置　【70％】
（35/100）

市町村負担【30％】
（15/100）

(1/20)

補　助　対　象　事　業　費

事業者負担
県補助
（1/10）

過疎債　（9/10）

交付税措置　【70％】
（63/100）

市町村負担　【30％】
（27/100）

 
 
 

未整備地域が残る市町村の状況 

区 分 市 町 村 未整備地域・今後の整備予定等

大 豊 町
　H30：第１期（1/2）整備
　H31：第2期（1/2）整備予定
　光＋無線

大 川 村

　H27～29：村営住宅（2地区:39世帯）
　H29：一部世帯の整備（19世帯）
　H30：基本設計
　H31～：整備予定

仁 淀 川 町
　H29～30：整備中
　光＋無線

三 原 村
　H29～30：整備中
　光

高 知 市 　旧鏡村・土佐山村の全域

い の 町 　旧吾北村・本川村の全域

安 芸 市 　市中心部、国道55号沿線以外

土佐清水 市

　市中心部（清水～竜串）以外未整備
　H30～31：第1期（1地区）整備
　H31～34：第2～4期（6地区）整備予定
　光

香 美 市
　旧香北町（国道195号沿線以外）
　旧物部村（大栃以外）

越 知 町 　町中心部以外

宿 毛 市 　沖ノ島、橋上地区

佐 川 町 　黒岩（瑞応・中野・四ツ白等）地区

①全域
  未整備

②旧村全域
  未整備

③中心部以外
  未整備

④一部
  未整備

 
 
 

4 5 6 7 8 9 10 11 12 1 2 3
　　市町村訪問

　　　　（整備計画や意向調査） 　　　（市町村と連携し、整備に向け具体的な検討） 事業実施に向けた事前調整
　　　国への要望活動

市町村と連携し、予算確保に向けた要望
　　情報共有

工程表により整備方法や費用、期間等を市町村と共有、整備に向けた検討を行う。

事業者に対する見積もりの依頼

今年度の取組 
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南海トラフ地震を視野においた中山間地域の安全・安心の確保について 

１．基本方針 

○中山間地域においては、大雨や地震により土砂災害が発生した場合、交通の寸断や通信の途絶により、非常に多くの集落が孤立することが想定される。 

 一方、沿岸部においても、地震、津波によって交通が寸断され、多くの集落が孤立することが想定される。 

 

○また、道路啓開計画においても、長期間孤立する恐れのある集落が複数あるとされ、対策として代替の交通手段を確保することが必要とされている。 

 

○そのため、中山間部や沿岸部において道路が寸断されて孤立した場合に備え、交通手段としてのヘリポート、通信手段としての衛星携帯電話や無線機の確保

対策に取り組む。 

２．対策の状況及び支援制度 

（危機管理部） 

※（  ）内は累計 

対策の
状況 

  ～平成２８年度 平成２９年度 平成３０年度 平成３１年度以降 県支援制度 

ヘ リ  ７７箇所、２４市町村、１団体 
 ※うち集落活動センター５箇所 

 ４箇所、４市町村 
 （８１箇所、２５市町村、１団体） 

 １８箇所、１０市町村予定 
 （９９箇所、２７市町村１団体） 

 ７箇所、３市町村予定 
 （１０６箇所、２７市町村１団体） 

 緊急用ヘリコプター離着陸場 
 整備事業費補助金 
 （補助率：2/3） H25年度～Ｈ30年度 
地域防災対策総合補助金へ移行予定 
Ｈ31年度～  

通 信 

 ・衛星携帯電話 
 １６７台、２７市町村 

 
 ・衛星携帯電話 
 １７台、４市町村 
 （１８４台、２８市町村） 

                ・衛星携帯電話 
                ２８台、１１市町村 
                （２１２台、２８市町村） 

 地域防災対策総合補助金 
 （補助率：1/2）Ｈ25年度～   ・無線機 

 １０５４台、３０市町村 

 
 ・無線機 
 ２２台、３市町村 
 （１０７６台、３１市町村） 

                ・無線機 
                １５３台、１１市町村 
                （１２２９台、３１市町村） 

集会所 
耐震化 

 耐震診断： ６５箇所 
    設計：１５５箇所 
    改修： ９９箇所 
        ７市町村 

 耐震診断： ５５（１２０箇所） 
    設計： １８（１７３箇所） 
    改修： １１（１１０箇所） 
      ９市町村（１２市町村） 

 耐震診断： ２９（１４９箇所） 
    設計： ３８（２１１箇所） 
    改修： ３２（１４２箇所） 
     ８市町村（１２市町村） 

 耐震診断： １６（１６５箇所） 
    設計： １６（２２７箇所） 
    改修： １６（１５８箇所） 
     ５市町村（１３市町村） 

 地域集会所耐震化 
 促進事業費補助金 
 （補助率：診断・設計：1/4、 
 改修：3/10）H26年度～  

避難所 
運 営 

 マニュアル作成 
   １５９箇所、２６市町村 

  
 マニュアル作成 
   ２７９箇所、３０市町村 
   （４３８箇所、３４市町村） 

 マニュアル作成 
   １８４箇所、２４市町村 
   （６２２箇所、３４市町村） 

 マニュアル作成 
   ５２８箇所、３４市町村 
   （１１５０箇所、３４市町村） 

 避難所運営体制整備 
 加速化事業費補助金 
 （補助率：2/3）H28年度～ 
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①救急医療体制の確立 

③在宅医療の推進 

④訪問看護サービスの充実 

◆ドクターヘリの円滑な運航 
  ・運航支援、搭載医療機器の整備 

◆転院→退院→在宅の流れを支援する仕組みづくり 
  ・地域連携ICTを活用した病院、診療所の連携強化 
  ・医療機関連携情報システムを活用した病院間の連携強化 
  ・退院支援指針を活用し、急性期から回復期、在宅へと円滑な流れを 
   推進するため、医療・在宅関係者の人材育成・連携強化 
  ・広域的な退院調整ルール運用等への支援 
◆病院機能の分化の促進 
  ・介護療養病床から介護医療院への円滑な移行 

⑤在宅歯科医療の推進 

  ・新人・新任の訪問看護師への研修と継続的な育成支援  
  ・訪問看護ステーション連絡協議会による派遣調整、不採算地域への 
   訪問看護に対する支援 
  ・訪問看護師によるあったかふれあいセンター利用者への 
   訪問看護事業の紹介及び健康相談 
  ・訪問看護ステーション未設置の市町村や事業所等へ、 
   サテライト事業所設置の働きかけ 

  ・医科・介護等との連携、相談窓口、訪問歯科診療の調整機能強化 
  ・各地域における歯科医療従事者の対応力向上研修等の実施 
  ・歯科衛生士養成奨学金の創設 

②へき地医療の確保 

  ・医療従事者の確保 
   （自治医科大学、大阪医科大学、聖マリアンナ大学など） 
  ・医療従事者への支援（適正配置、勤務環境の整備、研修機会の確保） 
  ・へき地診療所・へき地医療拠点病院に対する支援 
  ・総合診療専門医の養成プログラムの課程で医師不足地域の医療機関 
   で勤務 
 ・無医地区巡回診療事業に対する助成 

 

①在宅医療への薬局・薬剤師の参画の推進 

・医療・介護関係者と地域の薬局・薬剤師が連携する体制の整備 
・薬局間連携により在宅医療に参画できる体制の整備 
・在宅医療に取組む薬剤師の養成とスキルアップ 
・高知家お薬プロジェクトの取組み拡大（高知県全域） 

 

②国民健康保険調整交付金、後期高齢者医療調整交付金を 
  活用した支援 

  ◆市町村が実施する以下の取組の支援 
    ・国民健康保険被保険者を対象とした特定健診等の受診率向上策や 
     生活習慣病予防策、健康教育、健康相談など 
    ・後期高齢者医療被保険者を対象とした健康相談や体操教室など 

③健康づくり団体連携促進事業の推進 

  ・地域の複数の健康づくり団体の連携した取り組みを実施する市町村 
     事業への支援 

①地域の特産品づくり・販売への営業許可・食品衛生の支援 

・ジビエや地域で生産される農産物等の加工・販売について、必要な 
 食品の営業許可・食品衛生への助言 

②食品総合衛生管理認証制度の推進 

・HACCPに基づく衛生管理に段階的に取り組めるよう、科学的根拠 
 に基づいたアドバイス 
・基準を満たした施設を認証、衛生管理の高度化を支援    
   

平成30年度 健康政策部における中山間対策事業の概要 

ビジネスの推進（衛生管理） 

健康づくりの推進 医療の確保 
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（１）医療の確保 

40歳未満の医師の推移 初期臨床研修医の採用数の推移 

ドクターヘリ出動件数 

中山間地域等訪問サービス提供数 寄附講座受講状況 

（２）健康づくりの推進 

177 177 135 137 143 153 190 

517 474 465 414 390 364 362 

0 

200 

400 

600 

800 

30～39歳 30歳未満 

  件数 回数 前年度比 

H25年度        746      3,979    

H26年度        908      4,933  24.0%増 

H27年度     1,264      7,642  54.9%増 

H28年度     1,470      9,055  18.5%増 

H29年度     1,564    10,188  12.5%増 

    新任期 新人期 その他 計 

H27年度 後期 6 ー 5 11 

H28年度 
前期 5 

1 
5 

25 
後期 3 11 

H29年度 
前期 1 

6 
8 

28 
後期 0 13 

H23  H24  H25  H26  H27  H28  H29  

375件  450件  524件  550件  748件  806件  748件  

福祉保健所等 安芸 中央東 中央西 須崎 幡多 高知市 総計 

薬局数（30.3.31） 32 55 46 28 44 194 399 

高知家健康づくり 
支援薬局数 

23 36 27 19 17 142 264 

71.9% 65.5% 58.7% 67.9% 38.6% 73.2% 66.2% 

かかりつけ薬局 
（四国厚生支局届出数） 

(H30.3.1) 

10 28 25 13 17 89 182 

31.3% 50.9% 54.3% 46.4% 38.6% 45.9% 45.6% 

在宅患者訪問薬剤管理 
指導料算定薬局数 

（H28.7 県薬剤師会調べ） 

5 9 11 2 4 64 95 

15.6% 16.4% 23.9% 7.1% 9.1% 33.0% 23.8% 

高知家の薬局の状況（H30.3.31) 

22 16 
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44 
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高知大学医学部附属病院 その他の基幹型臨床研修病院 
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（１）医療・介護・福祉等のサービス資源のさらなる充実・強化 

       ①あったかふれあいセンターの整備と機能強化 
        ・あったかふれあいセンターの整備 
     （H29年度：29市町村43拠点214サテライト→H30年度：31市町村48拠点233サテライト） 

      ・医療・介護との連携の取組のさらなる拡大 
     （    看護師や薬剤師によるセンター利用者への健康相談の実施等） 

    ②あったかふれあいセンターと集落活動センターの連携強化 
          あったかふれあいセンターの機能強化と集落活動センターの支え合いの 

      仕組みづくりとの連携による生活支援の充実・強化 

   ③中山間地域における介護・障害福祉サービスの確保等 
      中山間地域の利用者に対する訪問介護サービス等の提供への支援 など 

     ④中山間地域における介護人材の確保対策の強化 
     ・職員の負担軽減と業務の効率化による生産性の向上を図るため、福祉機器等の 
      導入支援を強化 

         ・移住者への資格取得の支援 

     ・柔軟な就労が可能な働きやすい職場づくりによる多様な介護人材の確保 

     ・人材の不足感がより強い中山間地域等の住民を対象に、介護資格の取得を支援 

     ・認証取得に向けた事業所への支援を通じた人材が確保、定着できる魅力 

      ある職場づくりの推進 

（２）サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

   ①高知版地域包括ケアシステム構築のための推進体制の強化 
      医療・介護・福祉の接続部を担う人材（ゲートキーパー）や 
      連携に向けた仕組みの機能強化 

   ②円滑な在宅生活への移行に向けた医療と介護の連携 
       入退院時の引継ぎルールの運用・定着への支援 など 

 

～「高知版地域包括ケアシステム」の構築～ 

 

 

 

 

 

 
 

 

   

 

 
 

  医療・介護・福祉等のサービス資源の整備が 
進みつつあるが、サービス間の連携が十分で 
ない場合がある。 
 
＜今後の取り組み＞ 
（１）医療・介護・福祉等のサービス資源のさらな
る充実・強化 
（２）サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

 現 状（中山間地域を取り巻く状況）   

中山間地域における在宅生活の希望を叶える高知型福祉の拠点づくり 地域福祉部 

 平成30年度の取組み 

あったかふれあいセンター 
（31市町村 48拠点 233サテライト）  

①見守りをかねた配食サービス 
②移動支援 など 

◎地域における生活支援サービス  
 の担い手 
 あったかふれあいセンター、 
  集落活動センター、民間事業所、   
  社会福祉協議会、シルバー人材
センター、ボランティア、NPO等 

＊地域包括ケアシステム 

  地域住民に対する医療・介護・福祉などのサービスを、 

  関係者が 連携・協力して一体的・体系的に提供する 

  体制のこと 

＜人口の減少＞  高知県全体     S35年：854,595人  →  H27年：728,276（△14.8％） 

             うち中山間地域  S35年：537,327人 → H27年：285,379（△46.9％）  

＜高齢化率＞（平成27年国勢調査） 

・   全国平均      26.6％ 

・   高知県平均    32.8％（全国２位） 

・  うち過疎地域平均 41.7％  

＜要介護認定の状況＞ （介護保険事業状況報告（H30.2月分）） 

  

  課 題 

新 

拡 ＜これまでの基本機能＞ 
・生活支援サービスの提供 
・介護予防やサロン活動等のサポート 
・地域の見守りネットワーク 
・市町村や専門機関へのつなぎ 

集落活動センター 
（28市町村 47カ所）  

①農林水産物の生産・販売 
②特産品づくり・販売 
③観光交流活動・定住サポート 

新 

新 

高知版地域包括ケアシステム構築の推進 

一人ひとりに応じた適切なサー
ビスが提供できる切れ目のない

ネットワーク 

生活支援・介護予防 

介護・障害福祉
サービス 医療 

｢あったかふれあいセンター｣の機能強化 
 ・介護予防の取組の充実、認知症カフェの設
置推進、子育て支援サービス（子ども食堂、親
子の集いの場など）の充実、ショートステイサー
ビスの提供、障害者支援の取組の充実 

地域包括支援センター 

退院調整の実施 

拡 

拡 

拡 

＜高齢者世帯に占める独居世帯の割合＞ （平成27年国勢調査）  

      全国平均：26.1％  高知県平均：34.4％ 

認定
者数

 認定
 割合

認定
者数

 認定
 割合

認定
者数

 認定
 割合

認定
者数

 認定
 割合

高知市 5,119 5.4% 7,423 7.8% 6,464 6.8% 19,006 20.1% 94,769

高知市以外 5,524 3.7% 10,105 6.8% 11,272 7.6% 26,901 18.0% 149,111

要支援１・２ 要介護１・２ 要介護３・４・５ 計
区域
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日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

介護等が必要になっても地域で 

暮らし続けられる仕組みづくり 

在宅療養・施設介護 リハビリ・退院 発病・入院治療 日常生活・予防 

  さらなる連携の強化のため、関係者で構成する「地域包括ケア推進協議体」を地域地域に設置 

  各福祉保健所の推進体制を強化（「地域包括ケア推進監」「地域包括ケア推進企画監」を配置） 

  
 かかりつけ医が個々

の状態に応じて在宅、
入院、介護など必要
な支援につなげる 

 
 総合診療専門医の養

成を支援 

 
 
地域包括支援セン
ターが地域の相談窓
口となり必要な支援
につなげる 
 
 
 地域包括支援セン

ターの機能強化等
を支援 

本人の意向に沿ってＱＯＬを向上させることを目指した「高知版地域包括ケアシステム」を構築！ 

＜在宅医療の推進＞ 

○中山間地域の訪問看護サービスの
確保 

○在宅歯科連携室が相談窓口となり
訪問歯科診療を支援 

 訪問薬剤管理体制の強化 

＜介護サービスの確保＞ 

○中山間地域の介護サービスの確保 

 自立支援等に取り組む事業所の育
成を支援 

 防災対策の観点も踏まえ、療養病
床の転換を支援 

拡 

新 

＜介護予防と生活支援サービス 
 の充実＞ 

  
 あったかふれあいセンターの整

備・機能強化 

 住民主体の介護予防活動の 
 支援 

 認知症の早期発見・診断・対応
の体制整備 

ゲートキーパー 

ゲートキーパー 

連携の仕組み 
づくり 

あったかふれあいセンター等
が支援を必要とする高齢者等
を地域包括支援センターにつ
なげる 
 
  要支援高齢者等を把握する
ための仕組みづくり 

ゲートキーパー 

拡 

拡 

＜救急医療体制の確保＞ 

 ○ドクターヘリの安定的 
  運航を確保 

 ○若手医師の育成 

 ○こうち医療ネットなど、Ｉ
ＣＴの活用 

＜入院から在宅生活への
円滑な移行＞ 

○退院後も必要な介護
サービスが受けられる
よう、病院と介護関係
者間の引継ぎルールの
策定・運用を支援 

○患者に関わる様々な職
種や事業所間での情報
共有のため医療介護連
携情報システムを活用 

新 

拡 

拡 

新 

新 

現
状 

○あったかふれあいセンターの整備   (H21年度) 22市町村、 
    28か所 ⇒ (H29年度) 29市町村、43か所＋214サテライト 
○中山間地域等への在宅介護・訪問看護サービス提供数 
  在宅介護の実利用者数(H23)   467人 ⇒（H28）  649人 
  訪問看護提供回数  （H25） 3,979回 ⇒（H29）10,188回 
○県内初期研修医採用数 （H21）    36人  ⇒（H30.4）   52人   

こ
れ
ま
で

の 

成 
 

果 

○人口の減少や高齢化が進み、単身や高齢者の世帯が増加 

○あったかふれあいセンターや地域福祉アクションプラン 
 などを通じ、地域の見守りネットワークが広がりつつある 

○都市部と中山間地域の医療提供体制には大きな差がある 

課 
題 

○介護予防や日常生活を支援する多様なサービスの 
   提供体制の整備によるQOLの向上 
○あったかふれあいセンターのサービス提供機能の 
   充実・強化 
○在宅医療を選択できる環境の整備 
○円滑な在宅生活に向けた医療と介護の連携 

地域地域で安心して住み続けられる県づくり 
 ～「高知版地域包括ケアシステム」の構築～ 

10年後の姿 
(H37年度末) 

県内どこに住んでいても必要な医療、介護サービスを 
受けられ、健やかに安心して暮らしています。 

拡 

＜ゲートキーパーとは＞ 
 医療・介護・福祉の連結部を
担う人材。高齢者等に必要な
サービスをつなぐ役割を持つ。 

新 

6 

http://1.bp.blogspot.com/-x9f6PQGbn-I/UnIEWgdbRPI/AAAAAAAAaDU/P14F4NKdqcI/s800/yama_fukei.png


    

    

地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
H30当初予算額 2,378,050千円 

地域福祉政策課、高齢者福祉課、健康長寿政策課 
医師確保・育成支援課、医療政策課、医事薬務課 
H30当初予算額 2,378,050千円 

  「高知版地域包括ケアシステム」の構築に向けた取り組み「これまで」と「これから」 

今
後
の
取
り
組
み 

日々の暮らしや医療・介護などにおける支援が必要な方に対する 
地域地域での「受け皿」が不足  

  各地域の医療・介護・福祉等の資源が、切れ目のないネットワークでつながっている「高知版地域包括ケアシステム」 

   が構築され、本人の意向に沿った形でＱＯＬが向上している。 

目
指
す
姿 

背
景 

 結果として･･･   

◇療養病床が全国平均の約2.5倍 
◇病院の退院支援担当者の意見(右図） 
「療養病床（介護療養を含む）の入院患者のうち、 
 36.6 ％は療養病床以外の施設が相応しい。」 ※出典 H27高知県療養病床実態調査結果 

    （医療療養・介護療養） 

36.6% 

 
■訪問看護体制の拡充 
 ＊訪問看護ステーション数 
  H25:45箇所→H29:65箇所＋ｻﾃﾗｲﾄ３箇所   
■訪問歯科体制の拡充（H22～） 
■救急医療体制の強化 
 ＊ドクターヘリの出動件数（離着陸場所） 
   H23:375回(237箇所)→H28:806回(269箇所) 

■あったかふれあいセンターの整備と機能強化 
 ＊あったかふれあいセンター設置数  
  H21:28拠点 → H29:43拠点214ｻﾃﾗｲﾄ 
■住民主体の介護予防の仕組みづくり 
 ＊住民主体の介護予防活動の取り組み 
  H23:959箇所 → H28:1,407箇所  

 
■計画的な介護サービスの確保 
■中山間地域の介護サービスの確保 
 ＊訪問介護サービス事業所数 
  H22:206箇所→H29:227箇所   
■介護予防強化型サービス事業所の育成支援 
 ＊介護予防強化型サービス提供の取り組み 
  H27:１市2事業所→ H29:６市町８事業所 

    

こ
れ
ま
で
の 

主
な
取
り
組
み
と
成
果 

これまでは地域地域で医療・介護・福祉のサービスの充実に注力 
介護等が必要になっても 

地域で暮らし続けられる仕組みづくり 
病気になっても安心な 
地域での医療体制づくり 

日々の暮らしを支える 
高知型福祉の仕組みづくり 

・過疎高齢化が進んでいる中、地域の支え合いの力が弱まっている。 
・医療提供施設へのアクセスが不利な中山間地域が多い。 
・訪問や送迎に時間を要することなどから、多様な介護ニーズが 
 あるにもかかわらず、事業者参入が進んでいない地域もある。 

   療養病床が「受け皿」となってきた 

サービス間の連携を強化する仕組みづくり 

医療・介護・福祉等のサービス資源の 
さらなる充実・強化 

■「高知版地域包括ケアシステム」構築のための推進体制を強化します。 
■医療・介護・福祉の接続部を担う人材（ゲートキーパー）の機能強化を図ります。 
■さらなる連携の強化のため多様な関係者が連携・調整を行う地域包括ケア推進協議体を 
 設置します。 

■地域地域で必要なサービスが確保できるようこれまでの取り組みを充実・強化します。 

   これまで取り組んできた医療・介護・福祉等のサービス資源を整備する取り組みをさらに充実・強化するとともに、 
   一人ひとりの状況に応じた適切なサービスにつなぐための連携を強化し、地域で住み続けられる仕組みをつくる。 

課題２ 

課題１ 
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「可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最後まで続けること

ができる地域の包括的な支援・サービス提供体制」＝「地域包括ケアシステム」

の構築に向け、これまで、様々な取り組みを実施

3   平成30年度の取り組み

高知県独自の推進体制等により地域包括ケアシステムの構築を目指す「高知版地域包括ケアシステム」を平成30年度から強力に推進

左記の取り組みを基礎として、
 ・それぞれの取り組みが有機的に連携できているか
 ・それぞれの地域ごとに、必要な機能が十分な量で確保されているか
    ↓
それぞれのパーツとしては能力を発揮していても、システム全体として動い
ているかの点検・調整を行うことが必要。

2  課 題 1  現 状 

福祉保健所圏域をそれぞれ2～3ブロックに分け、
1ブロック2年計画で地域包括ケアシステムの構築を推進

地域包括支援センター 市町村の担当課

ケアマネージャー

その他の
ステークホルダー

医療関係者

 推進監・推進企画監が中
心となってブロックごとに
主な関係者を集め「地域包
括ケア推進協議体」を設置
し、左記ポイント①②等の
取り組みを推進

サロン体操教室

生活支援事業
（市町村事業）

受
診

医療機関

関係者が連携した
サービスの提供と

不足する支援の検討

各フェーズ間の結節点における
「つなぎ」を担う人材の明確化と育成

推進体制

在宅サービス

施設サービス

相談

左記ポイント③等の
取り組みを推進

推進監を中心とした
県福祉保健所

「地域包括ケア推進監等」を
福祉保健所圏域ごとに配置
⇒地域包括支援センターとと 
 もに推進協議体の体制構
 築・会議運営や地域資源の
 現状把握等を実施

必
要
な
支
援
へ
の
つ
な
ぎ

支援を必要とする人
の情報のつなぎ

訪
問
等
に
よ
る

把
握

支援が必要な高齢者
を把握するための

仕組みづくり

地域包括ケアシステム
推進協議体

※H30年度は、各圏域1ブロックから実施
⇒H31年度以降は、そのノウハウを生かしてその他のブロックへ拡大

地域包括支援センターの機能強化

【大目標Ⅱ】 高知版地域包括ケアシステム構築のための推進体制の強化

ブロックに属する市町村ごとの 部会

連携
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【発表の場の拡充】 各種イベント（お城祭り、豊穣祭、クルーズ船寄港時等）において、団体・個人の発表の場を創出することで、多くの県民が文化芸術に触れる機会を拡充。 

【高知県芸術祭の充実】 

 2020年オリンピック・パラリンピック東京大会の機運醸成に向けたチェコ・フィルハーモニー管弦楽団公演の開催。 

 地域での文化芸術活動（事業）を支援する Kochi Art Projects（14事業）を実施。 

【文化広報誌の発行】 高知の文化、魅力を再発見し、県内外へ広く発信することで、交流人口の拡大につなげる。 

文化芸術に触れる機会の充実 

  高知県文化芸術振興ビジョンの推進 
平成30年度第１回中山間総合対策本部会議資料  

 〔文化振興課〕  

○文化芸術振興ビジョンの基本理念である「文化芸術の力で心豊かに暮らせる高知県」をめざして、文化芸術振興組織（アーツカウンシル）の充実を図り、文化芸術活動への支援 

 や発表の機会の拡充など文化芸術に触れる機会の充実に取り組んでいく。 

○文化芸術のさらなる振興を図るために、文化芸術を観光振興や産業振興に生かすことのできる人材や、また幅広い文化芸術分野で創造・発信ができる人材の育成に取り組む。 

対策のポイント 

アート 
ビジネス 
講座 

 文化芸術を観光振興や産業振興に生かすために必要なマーケティング
や商品企画などの手法を具体的な実践事例を基に学ぶことができる講座
を実施。 
 【６回開催】  講師：平井 玄氏（ART WITH.LLC） 

  

アート 
クリエーション 

講座 

 文化芸術の力を産業振興に生かすため、文化芸術面における創造的
な人材の育成を図る。具体的には、総合芸術である舞台演劇やショート
フィルム等の制作体験を通じて、必要な技術や知識を習得する。さらに、
アドバイザーのネットワークを生かし、全国の多様な文化人を講師として招
へいすることを通じて、本県人材とのネットワークづくりにつなげていく。 【月
１回程度開催】 

アート 
マネジメント 
講座 

 芸術祭（KAＰ）などを核として、文化芸術と自然や歴史、産業等の
幅広い分野をつなぎ、県内各地で文化芸術に触れる機会の創出を図る
ことのできる人材を育成する。  【５回開催】 
                           ［高知県文化財団へ委
託］ 

人材の育成〔文化人材育成プログラム〕 

Kochi Art Projects（KAP） 

総論 
アートビジ
ネス理解 

先進事
例研究
② 

先進事
例研究
① 

現状分析 
事業計画 
の策定 

ﾏｰｹﾃｨﾝ
ｸﾞｺﾝｾﾌﾟ
ﾄ確認 

【文化芸術振興ビジョン評価委員会】  ビジョンの進捗状況について、外部有識者による評価を行いＰＤＣＡサイクルを回す。  

［総論］ 
［事例を学ぶ］ 

KAP報告会 
 

[本番に学ぶ] [準備を学ぶ] [企画を学ぶ] 

（アドバイザー委嘱） 
安藤桃子氏 

受講生募集・決定 

 
 

開
講 

 
 

 

脚
本
・
配
役
等

の
検
討 

 
 

 

 
 

稽
古 

 
 

 

 
 

発
表 

 
 

 

 

ふ
り
か
え
り 
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スポーツ参加の拡大 
〔既存の総合型地域スポーツクラブ等を核とした地域スポーツの推進〕 

競技力の向上 
〔個々の適性に応じた選手の発掘や系統的な育成・強化体制の充実〕 

 

全高知チーム 
 

各競技の有望 
選手を重点強化 

 
 
 
 
 

重点施策② 

 
 
 

強化選手を選抜 

  小
学
生 

 

  中
学
生 

 

  高
校
生 

 

  大
学
生 

 

  一
般 

 

ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
等 

 
 

企業等 

スポーツ少年団 
 
 

 
 

運
動
部
活
動 

     

強
化
校 

  

ク
ラ
ブ
チ
ー
ム
等 

 

ライフステージに応じたスポーツ活動の推進 
日本一の健康長寿県を目指したスポーツ参加機会の拡大 

スポーツサービスの充実 

誰
も
が
チ
ャ
レ
ン
ジ
で
き
る 

 スポーツを通じて健やかで心豊かに、支え合いながら生き生きと暮らすことのできる社会 

基本理念 
 ①将来にわたって誰もがスポーツに親しみ夢や志を育むことができる環境をつくる 
 ②スポーツの価値や魅力を通じて活力ある地域づくりにつなげる 

福祉関係 
団体 

総合型地域 
スポーツクラブ 

民間 
企業 大学 

スポーツ 
関係団体 

市町村 
・地区体育（協）会 
・スポーツ推進委員 

障害者 
スポーツ団体 学校 

地元プロチーム 

地域スポーツハブ 
 

新たな 
スポーツ活動 

指導者やボラン
ティア等の確保 

スポーツツーリ
ズムの推進 

スポーツ情報の
一元化 

指導者・施設などとス
ポーツを楽しみたい人

とのマッチング 

自らの適性に応じたス
ポーツ機会の提供 

◆地域スポーツ振興事業費補助金〔25,674千円〕 

◆地域における障害者スポーツ普及促進事業〔3,837千円〕 

◆全国レクリエーション大会の開催〔9,396千円〕 

重点施策① 

目指す姿 

◆競技スポーツ選手 
  育成強化事業 
       〔159,732千円〕 
 

■Ｋクラブ 
全高知チーム等に選抜された有望な
選手が、競技種目の継続が困難にな
る場合に練習環境を確保 

 

高知県 
パスウェイシステム 

 

自分の適性に応じたスポー
ツと出会い、可能性をつなぐ

仕組み 
 
 
 
 

・特別強化コーチの配置 
・指導者の実践研修 
・スポーツ医科学面からの 
 サポート 

重点施策③ 

スポーツ医科学の効果的な活用 
    ◆春野総合運動公園におけるスポーツ医科学拠点の整備 〔144,395千円〕 

重点施策④ 

 ◆高知県パスウェイ 
    システム展開事業 
          〔8,814千円〕 

新 

拡 

拡 

新 

スポーツを通じた活力ある県づくり 
〔地域のスポーツサービスの提供による経済や地域の活性化〕 

スポーツを通じた経済・地域の活性化 
スポーツツーリズムの推進 地域スポーツの活性化 

◆プロスポーツ・アマチュアスポーツの誘致〔129,731千円〕 
◆自然環境を生かしたスポーツ活動への支援〔17,641千円〕 

◆地域スポーツ振興事業費補助金〔25,674千円〕【再掲】 
◆高知龍馬マラソン開催事業費〔32,063千円〕 

重点施策⑤ 

拡 

拡 

新 

拡 

                   ◆オリンピック・パラリンピック東京大会事前合宿招致活動〔49,860千円〕     ◆ラグビーワールドカップ2019ベースキャンプ誘致〔8,839千円〕 拡 拡 

新 

              オリンピック・パラリンピック等を契機としたスポーツの振興 重点施策⑥ ３本の柱に横断的に関わる施策の方向性 

Ｋ
ク
ラ
ブ 

施策の柱①  施策の柱②  

施策の柱③  

  第２期高知県スポーツ推進計画のポイントと関連予算 
平成30年度第１回中山間総合対策本部会議資料 

〔スポーツ課〕 
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移住者 
 
 
 
 
 

高知ファン 

移住関心層 

人財 

移住組数 
現状（Ｈ29）816組 
前年度比 119％ 

 
 

○ 発信素材の継続的な発掘と発信方法の磨き上げ 
○ 協定起業等の協力を得た情報発信 
 
 
○ 短期間（派遣・出向等）の人材誘致の促進 
○ 高知市を中心とした二段階移住の取り組みの展開 
○ 市町村間の連携事業への支援 
○ 「高知家生涯活躍のまち」（高知版ＣＣＲＣ）の取り組みの推進 
○ 活用可能な空き家の掘り起こしや移住者のニーズに合った住まいの提案 
 
 

県外からの移住者数

1000組 

新 

新 

新 新 

【農   業】 ○ 産地提案型担い手確保対策の強化 
        
【林   業】 ○ 都市部で高知の林業を学ぶ「フォレストスクール」の充実 
       ○ 林業大学校の本格開校（H30：専攻課程開講） 
 

【水産業】 ○ 漁村の地域の特色を生かしたライフスタイルのパッケージ化による提案 
 

【商工業】 ○ 首都圏のＩＴ・コンテンツ人材・企業の掘り起こしから、人材マッチン
グまでの一貫した仕組みの構築 

 
 

    
○ 移住促進・人材確保センターによる人材ニーズの集約とマッチング 
   
 
 
 
 
 

○ 本県出身者に情報を届けるための発信方法の工夫や継続的なネットワークづくり 
○ 本県出身者が多い関西圏における相談体制の強化 
 

 
   

 
  

 ２ 移住施策とも連携した担い手確保対策 

ターゲット Ｈ３１の目標 

県出身 
県外大学生 

等 

 

Ｕﾀｰﾝ就職率 
現状（Ｈ29.3） 
16.4%・327人 

前年比 ±0％・-7人 

 
 
 

○ Ｕﾀｰﾝ就職ｻﾎﾟｰﾄｶﾞｲﾄﾞの作成・配布等による保護者等への情報提供 
○ 官民協働による広報活動の推進 
○ Uﾀｰﾝ就職支援ｾﾐﾅｰの開催 
○ 高知求人ネットの学生向け情報ページの充実 
○ 奨学金の返還支援制度を活用した産業人材の確保 
○ 大学生等へのｲﾝﾀｰﾝｼｯﾌﾟ受入企業情報等の提供   等 
    

Ｕターン就職率30% 

 １ 本県産業を担う人材の育成 

 
 

・ 地域主体の人材育成の取組を 
 支援 
     
     

①移住（人財誘致）の促進、中核人材の確保 

拡 

連携 

中核人材・担い手として活躍、事業の承継 

◆移住者倍増に向け、 
“３つの戦略”に基づき 
対策を実施！ 

   リーチ（届く範囲）を広げる！ =“情報発信を大幅強化し、ターゲット別に戦略を展開” 戦略1 

ゲートウェイ（受け皿）を広げる！=“ハードルを下げる仕掛けづくりと住宅確保策強化” 戦略３ 

    学生に確実に情報が届く仕組みの構築！ 戦略 

③各産業分野の担い手育成・確保策 

②U・Iターン就職の促進 

連
携 

新 

拡 

拡 

拡 

   アクティブに働きかける！=“各産業分野の担い手確保策との連携による人財誘致の促進“ 戦略２ 

拡 

ターゲット Ｈ３１の目標 

「移住」「ＵＩターン就職」「中核人材確保」の業務の一体的な展開 
（一社）高知県移住促進・人材確保センター 

  事業戦略の策定を 
徹底サポート  

人材ニーズＤＢの一元化 

 担い手の育成・確保 

拡 各種団体との連携による 
人材ニーズの掘り起こし  

 引退等により生じる“空きポスト” 
事業創出による新たなポスト 

人
材
ニ
ー
ズ
の
明
確
化
・顕
在
化 

 

地域の頑張る人づくり事業  

産業人材の育成 

拡 

新 
「オール高知」で人材ニーズの掘り起こし 

新 

センターへ一元的に集約  センターによる提案とマッチング 

データべース 

都
市
部
の 

人
材 

一般求人 

中核人材 

各産業の担い手 

【移住促進・人材確保センターの業務】 
  移住、就職相談 
  人材ニーズの掘り起こし 
  UIターン希望者とのマッチング 
  移住希望者への情報発信 など 

拡 

拡 

 
○ ビジネスに必要な基礎知識から実践力まで「まるごと」身につけられる研修プログラム 
  ビジネスを初めて学ぶ方から経営層の方まで、それぞれのニーズに合わせて受講可能 
 
≪H30拡充内容≫  
   体験講座や気軽に相談できる場を設ける「おためしMBA」の開催（県内3カ所） 
   商人塾短期集中セミナーを幡多地域で開催し、地域で学ぶ場を拡大 
   社内起業家（イントラプレナー）育成支援講座を新設し、企業の新事業展開を支援 
                                                  など 

・     ・ 

インターネットを活用した受講 
（ネット環境とパソコンがあればどこでも受講可能） 

 
・サテプラ（サテライトプラットフォーム） 
  インターネット会議システムを利用して、どこでもリアルタイムで 
  受講可能 
・ネット受講（録画配信） 
  講義終了後、年度末まで録画した講義の映像を何度でも視 
  聴可能 
  

土佐まるごとビジネスアカデミー（土佐MBA）  

新 

拡 

新 
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対象者 ４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 10月 11月 12月 １月 ２月 ３月

会員

起業に関心
がある人

（随時受付）

起業に
チャレンジ
する人

30年度から
の参加者

29年度の支
援プログラム

参加者

事
業
化

委
託
先
の
選
定

　　　　個　別　相　談（４月～3月）
＜起業経験のある「起業コンシェルジュ」や「外部メンター」による個別相談を通じて、日々の起業準備をサポート＞

　　スタートサロン（毎月１回程度開催）
＜起業家による基調講演や起業準備を体験するワークショップの開催。起業への意識を高め、共に起業に取り組む仲間づくり＞

前期スタート分

後期スタート分

29年度プログラム参加者
をステップアッププログラムⅡ

に誘導

 31年度のステップ 
 アッププログラムⅠ
 へ誘導

こ
う
ち
ス
タ
ー
ト
ア
ッ
プ
パ
ー
ク 

プ
ロ
グ
ラ
ム
（　
　
　
　

  

）

K
S
P

ロ
ー
カ
ル
ベ
ン
チ
ャ
ー

創
出
プ
ロ
グ
ラ
ム

各
分
野
の
個
別
サ
ポ
ー
ト
へ
の
つ
な
ぎ

ステップアッププログラムⅠ
（5回）

＜事業アイデアの具体化＞　

MBA
受講者

創業塾
受講者

県、市町
のビジコン
参加者

金融機関から
の紹介者

　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　
　

 ステップアッププログラムⅡ（5回） 
  ＜先輩起業家等との継続的な

　メンタリング、試作品の磨き上げ＞

移住希望者

ナリワイスタートアップサロン

　　　起業支援
　事業費補助金

ビ
ジ
ネ
ス
プ
ラ
ン

コ
ン
テ
ス
ト ビジネスプラン

コンテスト補助金

起業支援
事業費補助金

県外在住の
起業希望者

ココプラ
利用者

地域おこし
協力隊

Iot推進ラボ
研究会からの

紹介者
企業支援
センターから
の紹介者
大学から
の紹介者

（学生ベンチャー）

ソーレから
の紹介者

（女性起業家）

ビジネスシーズと起業家等
とのマッチング

掘り起こしたビジネスシーズの
見える化

地域の資源や課題から
ビジネスシーズを掘り起こし（３地域）

商工会議所、
商工会等から

の紹介者

起業家育成短期集中プログラム
（都市圏での開催を基本としつつ、県内での現地プログラムも予定）

ビジネスシーズと県外起業家等をマッチング３

都市圏在住者向けセミナー
（東京・大阪で各５回開催）

ビジネスシーズ
の情報提供

平成29年度に掘り起こした
ビジネスシーズの情報提供

移住希望者
　　  県外起業希望者

の呼び込み
２

委
託
先
の
選
定

都市圏の
起業希望者・
移住希望者等

新

拡

新

新

新

新  31年度のステップ 
 アッププログラムⅡ
 へ誘導

デモデイ
ｻｰﾋﾞｽ
体験会

デモデイ
ｻｰﾋﾞｽ
体験会

ステップアッププログラムⅠ
（5回）

＜事業アイデアの具体化＞　

デモデイ
ｻｰﾋﾞｽ
体験会

 ステップアッププログラムⅡ(5回) 
 ＜先輩起業家等との継続的な

メンタリング、試作品の磨き上げ＞

デモデイ
ｻｰﾋﾞｽ
体験会

起業支援
事業費補助金

ふるさと
起業家
支援

事業費
補助金

新

成果
報告会

１
  ビジネスシー

ズ
の掘り起こし

【KOCHI STARTUP PARK（KSP）】
　　　起業コンシェルジュによる個別相談や、段階別の各種プログラムを実施することで
　　起業の実現を後押し
　　＜参考（H29年度末実績）＞
　　　　○こうち起業サロンの会員：286会員（うち起業を志向する会員205人）
　　　　○相談件数：257件
　　　　○県のサポートによる起業・第二創業の件数：47件（空き店舗対策等含む）

　　

これまでの取組と今年度の方向性

起業にチャレンジ
する人を増やす

起業に関心がある人を増やす

すそ野を広げる

起業件数を増やす

H30実施事業

平成30年度のスケジュール

【平成28年度】
　・起業に「関心がある人」を増やす（顕在化）
　　⇒「こうち起業サロン」の開設（H28.9月～）
【平成29年度】
　・起業に「チャレンジする人」を増やす
　　⇒会員の準備状況に応じた体系的な支援プログラム
　　　「KOCHI STARTUP PARK（KSP）」の実施（H29.6月～）
【平成30年度】
　・「起業する件数」を増やす
　　⇒起業の実現に向けたプログラムの充実、補助制度の創設
　　　（スタートサロン・ステップアッププログラムの拡充等）

【ローカルベンチャー創出プログラム】
　　　都市圏在住の起業希望者を対象としたセミナーや、起業家を育成する短期集中型の
　　プログラムを併せて実施することで、ビジネスの種と県外の起業家とのマッチングを図り、
　　都市圏の起業希望者を本県へと呼び込む

産学官民連携・起業推進の取り組みについて ～起業や新事業展開の促進～
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○ 導入支援では、STEP1（一般衛生管理実践→HACCP研修）⇒ STEP2（書類指導→現地指導）を基本セットとします。 
 

○ STEP3は、原則として県版HACCP認証済み（☆☆以上）企業全てに派遣します。 
 

○ 事業者の取組状況に応じて、一連の支援策の複数回活用などニーズに応じて柔軟に対応します。 
 

＜活用方法＞ 

基本的な考え方 

○ HACCP制度化（※）を機に今後国内ではHACCP手法が急速に進展していくことが予想される。外商を進めていく上で、
HACCP手法の導入は必須であり、速やかに対応することが必要。 
 

○ 課題となっている一般衛生管理の取り組みをさらに充実する。制度化の水準を見据えて、県版HACCP第3ステージの取得
までを目安とし、県内の事業者に広く取り組みを進めていく。 
 

○ HACCPの定着・改善に向けて、ニーズに対応した専門家派遣を行うとともに、保健所が実施する定期監査と合わせて、 
食品安全の取り組みの質的向上を図っていく。 

HACCP研修等の
受講 

アドバイザー派遣 

２ヶ月～半年程度 

コーディネーター派遣 
（現地指導・ミニ研修等） 

認証 

約２週間～ 

＜STEP1＞ ＜STEP3＞ ＜STEP2＞ 

申請 

HACCP導入支援 認証申請 

約6ヶ月後～ 

HACCP定着支援 

PRP実践
研修 

HACCP研
修・補講 

書類指導 現地指導 

＜支援の流れ＞ 

保健所の定期監査 

※食品衛生法等の一部を改正する法律案がH30.3.13国会提出 

 食品加工の生産管理高度化支援 
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 地域の商業活性化に向けた取組みへの支援 

外貨の獲得 

本格的な 
組織活動 

大きな“うねり” 

活動の 
構造化 

交流人口
の増 

まちの「得意技・資源」が見えてくる → 「活かしたい」と思う 

 
商工会・商工会議所、ココプラ 
などの、個人経営者向けセミナー等をお勧め 

経営や情報発信を学ぶ 

サテプラなどを活用し、勉強会を開いて仲間を集める 

商
工
会
な
ど
の
意
欲
的

な
働
き
か
け 

 歴史や文化など地 
 域の良いものをみ 
 んなに知らせよう 

 野菜や魚など地元 
 のものを使って特産 
 品を作ろう 

みんなで「何か」を始める 

自分たちの「まちの
未来」を考える 

まちの「得意技・資源」を活用した「プラン」策定 

ステージ３：計画づくり 

事
業
者
の
取
組
み
を
、
商
工
会
な
ど
と
一
体
と

な
り
、
市
町
村
・県
が
積
極
的
に
支
援 

まちの「未来」を想い、まちの「得意技・資源」を活かした計画づくり 例えば・・・【集積の規模が大きいまちでは】 

活動の始まり 

例えば・・・【集積の規模が小さなまちでは】 

それぞれの「まちの規模」や持っている「得意技・資源」を活かして、それぞれのまちに合った「戦略」
を練る 

活 性 化 

種まき 

地域のソウルフード
などを知ってもらえる
イベントをしよう 

ステージ２：始めた活動を続けていく 

内容の見直し、ブラッシュアップをしながら、次につなげていく 

「伝統工芸」を活用した交流拠点の整備による、まちの賑わ
いづくり 

「伝統工芸」の研修体験施設 

研修滞在施設 

 空き店舗への出店 

飲食店（既存店） 

理容店 
（既存店） 

伝統工芸 人材育成 

まちのシンボル 

移住 交流 

移住 新規開業 

観光客 研修希望者 
移住希望者 

●●●街道 

まちのアンテナショップ 

 空き店舗への出店 

衣料品店（既存店） 
→飲食店・・・地域食材を活用 

観光客 

「偉人」や「特産品」を活用した、まちの賑わいづくり 

既存店への影響 
・「交流人口増加」による波及効果 
・「特産品」に合わせた商品開発や「業種・業態転換」など 

特産品
販売 

交流 

特産品 新規開業 

チャレンジショップ 

移住 新規開業 

新規開業希望者 
移住希望者 

海産物店 
（既存店） 

道の駅 

☆イベントや情報発信を通じて、地域の店舗をＰＲ    
 ・域外からの集客を図る 

中華料理店
（既存店） 

焼肉店 
（既存店） 

県外客 
観光客 

喫茶店 
（既存店） 

宿泊施設 

イタリアン 
（既存店） 

昔誰もが
食べた味 

出身者 

 ステージ1：有志が集まる 

地元スーパー 
（既存店） 

観光地 

観光客 

体験施設 

居酒屋 
（既存店） 

移住 

観光施設 
体験施設 

特産 

ステージ １ 

ステージ ２ 

ステージ ３ ステージ ３ 

ステージ ２ 

各クラスター、 
集落活動センター 
との連携 

ステージ ４ 

ステージ ３ 

小さな“きっかけ” 

みんなで集まる場をつくる 

商工会などからの声かけ 

観光施設 
体験施設 

  産振部：地域人づくり事業など活用 

産振部：移住関連補
助金など活用 

【現状・課題】 
○かつて商店街として栄えていた地域でも、少子高齢化による利用者数、売上の減少に加え、商業者の高齢化による廃業や移転等による商店の減 
   少などにより、商業集積としての機能が低下している 
○高齢化が進み、担い手となるメンバーがいないなど、何らかの取組みをするための基盤となる「グループ」がない地域も多く、組織的な取組みが難しい 
○担い手となるメンバーがいても、活性化に取り組むためのノウハウや資金がない 
○市町村と協働して、新しいことを始めるため、徐々に組織的な取組みの「うねり」をつくることが必要 

【ポイント】 
○地域商業の活性化に向け、「意欲をつくる、グループづくりをする、 
 活動の組織化をする」といった、それぞれの段階に応じた県の支 
 援策を活用しながら、商店街ごとの「戦略」づくりや、集客に向け 
 た取組みを支援する 

チャレンジショップ事業 

空き店舗対策事業 

商店街等活性化事業費補助金など活用 

各種支援事業など活用 
・事業経営アドバイザー事業   
・産振部：産業振興 
 アドバイザー制度 
・若手商業者グループ支援 
  

（再掲）商店街等活性化事業費補助金など活用 

業種・業態転換 
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グ
ル
ー
プ
作
り
・組
織
化
等
へ
向
け
た
取
り
組
み
へ 

・要因分析 
 （専門家派遣等により売上や利益が伸び悩 
 む原因の究明） 
・改善支援 
 （要因分析に基づく取り組みを支援） 

・ＳＷＯＴ分析 
・財務分析 
・事業承継計画との連携 
・その他情報提供 
  （業界・競合等の状況、商圏分析、ソフトの 
 活用等） 

・セミナーの開催 
 （創業支援、経営計画策定、広報 
 戦略、会計・税務等） 
・巡回指導、会報配付等による情報  
 発信 

・商工会・商工会議所が経営戦略を策定 
 （31商工会・商工会議所のうち、19が認定済、 
 12が未認定） 
 
・経営戦略に基づき、事業者の経営計画の策定を 
 支援 
 （28～31年度目標累計：2,058件、28・29年度実 
 績累計：1,128件） 

商工会及び商工会議所との連携による経営計画の策定と事業展開への支援 
現状 

ステップ1 意欲の醸成  
自社の強み・弱み等を分析のうえ、 
経営計画（事業承継計画）を策定 
（30～31年度目標累計：930件） 

ステップ２ 計画の策定（Ｐ） 
策定した計画に基づき、取り 
組みを実行 

ステップ３ 計画の実行（Ｄ） 
地域の 
事業者 

課題 
①地域の事業者の個々の経営課題に対応するため、 
 関係する機関の支援力を引き出すためのコーディ 
 ネート力が必要 
   

②事業者が持続的発展に取り組むための経営計画 
 を策定する必要性の浸透 
   

③経営指導員のさらなる支援力の向上 
   

④経営計画を実行していく人材の確保・育成・定 
 着のための労働条件や労働環境等の整備が必要 

  「サテプラ」の活用 

取組のポイント 
 各地域本部エリアごとにコーディネーターを配置（県内5ブロック） 
 

 地域連絡会議に金融機関等が参加することで、事業者に対するセミナー参加の誘導 
 等を強化（ステップ1） 
   

 新たな県融資制度（利子補給等）等の活用により、金融機関等と商工会・商工会議 
 所が連携して事業者を支援（ステップ2～4） 
   

 スーパーバイザーを新たに配置して、指導現場に派遣し、ＯＪＴ等を強化すること 
 により、経営指導員のさらなる能力向上を支援（ステップ1～4） 
   

 経営計画を通じて事業者の生産性・付加価値の向上を図るとともに、経営と両立す 
 る形での「働き方改革」を促進（ステップ1～4） 

計画を見直しし、見直した計画 
に基づき、取り組みを実行 

ステップ４ 見直し・実行（Ｃ・Ａ）  
・経営計画の重要性を認識 
・経営計画策定の基礎知識を習得 
（対象者数：約13,000事業者） 

金融機関等が顧客に対し、セミナー参
加や、経営計画の策定を呼びかけ 

商
工
会
・商
工
会
議
所     商工会・商工会議所が行うセミナーの開催や、専門家派遣、展示会出展費等への助成 国 

    ・ものづくり・商業・サービス経営力向上支援事業費補助金（ものづくり補助金） 
    ・小規模事業者持続化補助金 

国 

   中小企業設備投資利子補給金 
生産性向上に資する設備投資への融資に対する利子補給 

新 

    産業振興計画推進融資 等 県 

   計画の策定・実行に対し、専門家を派遣 県 

経営計画の策定・実行段階から、金融機関
等と商工会・商工会議所が連携して事業者を
支援 

商工会・商工会議所の取り組み例 

地域本部 → 地域アクションプラン、地域産業クラスター、観光クラスター等県施策の情報共有 

産業振興センター → 事業戦略セミナー等の情報共有 

事業引継ぎ支援センター → 事業承継計画の策定等で連携 

＜経営計画策定・実行等の支援＞ 

金
融
機
関 

保
証
協
会 

働
き
方
改
革
推
進 

支
援
セ
ン
タ
ー 

＜経営と両立する形での「働き方改革」を促進＞ 

県 

・新商品開発 
 （専門家派遣等により高付加価値商品 
 の開発を提案） 
・販路開拓 
 （シーフードショー、アグリフードEXPO等県 
 内外の展示会・商談会への出展を支援） 

ポイント１ 

ポイント２ 

ポイント２ 

ポイント３ 

ポイント３ 

ポイント４ 

高知県商工会連合会、高知商工会議所 
  ①スーパーバイザー → 事業者の経営計画策定、実行段階で経営指導員に助言し、実践的な支援力向上を図る 
  ②専門経営指導員 → 各エリアを担当する専門経営指導員が、専門的な知見から地域の事業者を支援 
  ③専門家 → 事業者の抱える課題に応じて税理士、中小企業診断士、社会保険労務士、外部アドバイザー等を派遣 
 

支
援 

事 
 

業 
 

者 

ポイント１ 

金融機関等 → 融資する立場からのアドバイス 

   
   経営支援コーディネーター 

 
経営計画の確実な成果につなげ
るため、事業者のステージや課
題に応じて各支援機関をコー
ディネートする 

経
営
指
導
員 

ポイント５ 

ポイント５ 

ポイント４ 拡 

新 
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「土佐の観光創生塾」の更なる充実による自然体験型観光商品づくりと人材育成及び事業者連携 

◆プログラムの拡充 
 体験・ｱｸﾃｨﾋﾞﾃｨ事業者等を対象に、より売れる商品づくりに取
り組む応用編と、広く観光事業者の人材育成を行う基礎編を設定 
 
◆支援の強化 
 受講者の個別の課題に対応するためコーディネーターのハンズ
オン支援を強化 
    
 
 
◆ポスト維新博の開催をにらみアウトドア・自然体験の磨き上げ
を強化 
 
◆４定条件＋αを満たす商品となることを目指す 

強化の方向性 

今後の方向性 「土佐の観光創生塾」の取り組みの見直し 

【概要】ポスト維新博の取り組みをにらんで、一定の品質を確保した商品とするための磨き上げを行い、継続した販売に繋げるとともに、地域での消費拡大を目指した事
業者同士の連携を促進 

 
 
  
 
 
 
 

これまでの「土佐の観光創生塾」の取り組み・成果 

【平成28年度】 
旅行商品の造成・磨き上げ：72件 
旅行会社等販売：26件 

平成30年度のカリキュラムと支援の仕組み 

対象者 

【平成27年度】 
旅行商品の造成・磨き上げ：43件 
旅行会社等販売：22件 

【平成29年度】 
旅行商品の造成・磨き上げ：84件 
旅行会社等販売(予定含)：34件 

 

  大手旅行代理店から販売された主な商品 
 
 （東部） 
 ・伊尾木洞探検 
 ・野根山街道トレッキング 
 
 （中央） 
 ・仁淀川ＳＵＰ 
 ・浦戸湾クルーズ 
 
 （西部） 
 ・足摺岬クルーズ 
 ・柏島クルーズ 

旅行トレンドに対応し、継続して売れる商品
とするためには、４定条件＋αが必要 

目指す成果 

（
応
用
編
）
ポ
ス
ト
維
新
博
の
対
象
と
な
る
体
験
事
業
者   

 

（
基
礎
編
）
地
域
の
観
光
事
業
者
等 

＋
地
域
産
業
ク
ラ
ス
タ
ー
の
対
象
事
業
者 

商品の見直しだけでなく、受入態勢等
受講者が抱える個別の課題に対応する
必要がある 

◆ポスト維新博で 
 プロモーション・アド
バイザーによる支援・

財政面での支援 

4定条件 
・定時 
・定量 
・定質 
・定額 

 
   

 ・顧客満足度の向上 
   サービス内容の 
       磨き上げ 
 ・PRの強化等 
   ユーザーアクセス 
        の向上 

α 
向
け
た
見
直
し 

ポ
ス
ト
維
新
博
に 

 
   

観光商品の磨き上げ 

旅行トレンドやインバウンドの動向等、観光地づくりを推進するための知識を学び、観光人材の育成を図る。 基
礎
編
（
高
知
市
で
開
催
） 

第一回 
（講座） 
＜旅行・観光のトレンド＞ 
・旅行・観光トレンド 
・インバウンドの動向 

第二回 
（講座） 
＜観光商品を作る＞ 
・観光商品に求められる要件 
・旅行会社の仕組み 

第三回 
（講座） 
＜観光商品を売る＞ 
・SNS、WEBを活用した情報発信 
・旅行会社へのセールス手法 
・広域観光組織、KVCA、観光協 
   会との連携 
 

第四回 
（講座） 
＜観光客の受け入れと磨き上げ＞ 
・満足度向上のための手法 
・外国人旅行者受入れのロール 
 プレイ 

 
（参加者）50人程度 

第一回 
（導入） 
・「土佐の観光創生塾」 
   について 
・ポスト維新博の目的等 
   について 
 
（座学） 
講座：ビジネスとしての観光 
     

第二回 
（座学） 
 ＯＴＡセミナー 
・登録に必要な条件提示 
・個別相談会の開催  
 
（個別対応） 
・受講者の現状確認 
・ﾌｫｰﾏｯﾄを活用した商品の 
 課題確認 
  

第三回 
（座学） 
講座：アウトドア・自然体
験の取り組みについて 
 
 
（個別対応） 
・受講者の現状確認 
・商品の磨き上げ 
・事業戦略の策定支援   

第四回 
（座学） 
 講座：顧客管理、顧客満  
 足度について 
 
（個別対応） 
・受講者の現状確認 
・商品の磨き上げ  
・事業戦略の策定支援 

座学や地域コーディネーターのハンズオン支援を中心に受講者の商品の磨き上げを行い、OTA等での販売を目指す。 
また、受講者が主体となり地域での消費に繋がる連携を推進する。 

事業者連携の推進 
（クラスター分科会） 

受講生が中心となり地域の宿泊施設や食資源との連携を促進するために随時開催 
・セットプランの検討（宿＋体験でのOTA掲載）等  
・周遊に必要な連携策やツールの検討（案内板の整備、周遊割引プランの検討）等 

応
用
編
（
各
エ
リ
ア
で
開
催
） 

 
（参加者）各エリア20人程度 

セミナー内での個別対応による受講者
の商品の磨き上げ支援 

受講者が中心となった地域での事業者
連携の促進の支援 

受講者の個別の課題に対する支援 

◆ハンズオン支援 

◆セミナーでの支援 

OTAセミナーを通じ、登録に必要な手
続きを支援 

商品のセールスに向けた支援 

セミナー内での受講者フォロー 

◆セミナーでの支援 

事業者連携の促進に関する支援 

旅行トレンドである個人旅行者
にも対応し、継続して売れる商
品とするために必要と考えられ
る 

４定条件＋αの達成 

4定条件 
・定時 ・定量 ・定質 ・定額 

・顧客満足度の向上 
  サービス内容の磨き上げ 
・PRの強化等 
  ユーザーアクセスの向上 
   

α 

 地域コーディネーターの支援 

事業戦略の策定に向けた支援 

H30年度 
スケジュール 

４月 ５月 ６月 ７月 ８月 ９月 １０月 １１月 １２月 １月 ２月 ３月 

4/3参加締切り 
    4/16提案締切り 4/25審査会  

塾生募集 
※県HP、TV・ﾗｼﾞｵ、市町村、
広域組織、庁内ｸﾗｽﾀｰ所管課 

第一回 
  

第二回 第三回 第四回 
 

ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀ－によるﾊﾝｽﾞｵﾝ支援 

PDCAｻｲｸﾙによる磨上げ ﾌﾟﾚ商品化 
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 集落活動センターの推進に向けた取り組み（観光振興部） 

市町村 
（地域会場） 

周遊モデルコースへの組み込み事例 
（市町村整備計画案より抜粋） 

安田町 
(安田まちなみ交流館・和) 

佐川町 
(佐川町立青山文庫) 
 

梼原町 
(梼原千百年物語り) 

 
 

四万十市 
(四万十市立郷土資料館) 
 

商店街が組み込まれたコース（食事・土産・着物レンタル） 
 
 

土佐清水市 
(ジョン万次郎資料館) 
 

商店街が組み込まれたコース（食事・土産） 

●集落活動センター等と連動した観光クラスターの形成 

■「志国高知 幕末維新博」の開催に合わせ、市町村整備計画に基づき、周遊モデルコースとなる観光クラスターを整備する中で、集落活動 
 センターや商店街等と連携した取り組みを促進 

【コース4】 森林鉄道軌道跡を自転車で快走、重要文化財を見てからおいしいものを食べるコース 

ごめん 
なはり線
安田駅 

森林鉄道 
軌道跡へ 

森林鉄道
ジオラマ 

キッチン 
安田川 

エヤ隧道⇒ 
バンダ島隧道⇒ 
オオムカエ隧道⇒ 
明神口橋⇒ レンタサイクル レンタサイクル 

味工房 
じねん 

北寺 

集落活動センター 
なかやま 

国指定重要文化財群 食事・加工品お土産 

レンタサイクル レンタサイクル レンタサイクル 

梼原 
千百年 
物語り 

・森林セラピーウォーク【集落活動センターまつばら】 
・チムジルバン（キムチづくり）【集落活動センターはつせ】 
・おもちづくり体験【集落活動センター四万川】 
・紙すき体験 

マルシェで
買い物 

【コース4】 各種体験ツアー 

自家用又は 
町内タクシー 

自家用又は 
町内タクシー 

尾川地区 

ピザを楽しむ 
沢登りを楽しむ 

上町地区 

歴史を楽しむ  
 

斗賀野地区 

食事を楽しむ 
農産物を楽しむ 

 
 

加茂地区 

花を楽しむ 
自然を楽しむ 

黒岩地区 

ぢちちを楽しむ 
果物を楽しむ 

【コース4】 上町プラスアルファコース（２時間+α） 

自家用又は町内タクシー 自家用又は町内タクシー 

集落活動センターたいこ岩 集落活動センターくろいわ 

集落活動センター加茂の里  集落活動センター（仮称） 

【コース１】 小京都まち歩きコース 【コース２】 小京都老舗めぐりコース 【コース４】 幕末史跡めぐりコース 

【コース４】 ジョン万次郎海で繋がる食の旅コース 

幕末維新博での 
広報・プロモーション 

●博覧会公式ガイドブッ 
 クやＨＰに掲載 
 

●旅行会社向け商談会 
 等で紹介 

市町村や広域観光組織での 

周遊促進の取り組み 

●周遊モデルコース等を 
 紹介する市町村・広域 
 パンフレットやマップの作 
 成 
 

【香南市】 
 西川花公園(西川地区集  
 落活動センター)を組み込 
 んだサイクリングコースなどを  
 紹介する周遊パンフレットを 
 作成 
 

●スタンプラリーやクーポ 
 ンなど周遊を促す仕掛 
 け 
 

【いの町】 
 いの町紙の博物館と商店  
 街等との相互割引券を発 
 行 
 

●レンタサイクルをはじめ 
 移動手段の確保 
 

【四万十市】 
 観光周遊循環バスを運行 
 (商店街付近に停留所を設 
  け、チケット提示により商店 
  街等の飲食店でのサービス 
  あり） 
 

周遊パンフレット｢やすだTRIP｣で 
“森林鉄道遺産とおいしいもの旅”とし
てコースを紹介 

周遊パンフレット｢歴町さかわへよう
こそ。｣で “牧野富太郎の聖地を
歩く”・“山里の隠れスポ 
ット”の見どころとして紹介 
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　　　核となる観光拠点
　

　　　観光資源

核となる拠点を増やし、
観光資源のレベルアップを図る

点から面へと広がりを
もたせパッケージ化

① 観光拠点等整備事業費補助金　 92,256千円

目的
　 地域が主体となった全国からの誘客につながる観光地づくりを推進するため、産業振興計画に位置付けられた取組などを対象に、 観光拠
点の整備や観光資源の発掘、磨き上げの取組等を総合的に支援する。

■補助事業者 ：①～③市町村等、④「土佐の観光創生塾」受講者
■補助率　　　 ：１／２以内
■補助対象経費 ： ①体験・滞在型の観光の推進に必要な施設、設備等の経費
　　　　　　　　　　　　　②既存の観光商品の磨き上げに係る経費
　　　　　　　　　　　　　③観光客の増加が図られる取組の立ち上げ段階若しくは試行段階にある取組に係る経費
　　　　　　　　　　　　　④受講者が中心となり２事業者以上が連携して周遊化や事業規模拡大に向けた地域観光クラスターを形成する取組に
　　　　　　　　　　　　　　 必要な経費　　　

観光拠点整備、観光資源の発掘・磨き上げの取組への支援 

展開イメージ

平成30年度当初予算　　　　　　　　　　　 地域観光課　　　　　　　　　
　 観光拠点等整備事業費補助金　　   92,256千円
   地域観光振興交付金【債務負担】　281,204千円

磨き上げとブ
ランド化

県外市場での販売
（旅行代理店・雑誌等）

旅行商品②

旅行商品③

旅行商品④

旅行商品①

戦略的
プロモーション

観光客が増え、
長く滞在してくれる

　

■交　　付　 　先：市町村、一部事務組合又は広域連合
■交    付     率：国の財政支援制度に応じて算定
■交付対象経費：本交付金の算定対象事業に関連する事業に係る経費（減債基金等の基金への積立金、
　　　　　　　　　　　　元利償還金等）
■交  付  年  度：原則として、本交付金の算定対象となる事業の完了年度の翌年度に一括交付              　　　　　［3市町281,204千円］
　　　

　　

①　観光拠点整備事業　　　　　　   （補助限度額：3億円（１補助事業当たり））　
　　    広域観光の核となる観光拠点の整備や観光客の滞在日数、観光消費の拡大など、地域での観光振興の底上げにつながる
     取組への助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　［０市町村０千円］

　　②  観光商品磨き上げ事業　　　 　 （補助限度額：50,000千円（１補助事業当たり））　
　　　  既存の観光商品のさらなる磨き上げや新たな観光商品の創出など、観光客の増加を図る取組への助成　［10市町村919,785千円］

③  観光資源創出支援事業　　　 　（補助限度額：100千円～2,000千円（1市町村等当たり））
　　　  新たな事業の立ち上げや試行段階の取組への助成　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　      ［1町1,471千円］ 

　　

④　地域観光クラスター化支援事業（補助限度額：500千円～2,000千円（1補助事業当たり））　
　　　   地域において事業者が連携して周遊化や事業規模の拡大に向けた地域観光クラスターを形成する取組への助成
      「土佐の観光創生塾」受講者が中心となり２事業者以上が連携した取組　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 　［1,000千円］

　　

目的
　地域が主体となった全国からの誘客につながる観光地づくりを推進するため、産業振興計画に位置付けられた取組などを対象に、市町村等
において、国の財政支援制度（交付税措置のある地方債、地方創生推進交付金等）を活用して実施する観光拠点の整備や観光資源の
発掘、磨き上げの取組等を総合的に支援する。

② 地域観光振興交付金（平成30年度～31年度債務負担）281,204千円new

県補助金       　　　　　　　　　　　過疎債交付税措置　　   市町村負担分

① 観光拠点等整備事業費補助金　 

50.0% 35.0% 15.0%

過疎対策事業債を充当（50%）

50%×70%

② 地域観光振興交付金

70.0% 18.0% 12.0%

過疎債交付税措置      　　                　 県交付金　市町村負担分

過疎対策事業債を充当（100%）

100%×70% 30%×交付率60% 19



 

○地域の実情に応じた道路整備を実施し、中山間地域の安全・安心を確保 

 ■54路線71箇所で1.5車線的道路整備を推進   C= 3,009 百万円（2,797百万円） 

  ・県道西土佐松野線（集落活動センターみやの里） 

  ・県道石鎚公園線（集落活動センター氷室の里） など 

 

 

                                                                                                                                           

○県管理河川において、住民と行政の協働により年間を通じた美しい水辺の景観を創出 

 ■地域との協働による河川委託は 79件（H29：77件）を実施   C= 38百万円（38百万円） 

 

○地域の道路は地域自らで守るという道路愛護意識を育て、地域と一体となった道路管理(草刈)を推進  

 ■道路委託は、H29年度の道路委託延長（1,179km）以上を実施 C= 178百万円（178百万円） 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
   

■空き家の掘り起こしや再生等を支援 

  C= 72.5 百万円（108.9百万円） 

 

    中山間総合対策本部と連携した重点的な取り組み  【土木部】 H 3 0 

２

待

待

１車線整備区間局部改良区間

２車線整備区間
２車線整備区間

１.５車線的整備路線①中山間地域の産業振興の支援に必要なインフラ整備（道路課） 整備後 整備前 

②中山間地域の活性化の推進と安全・安心の確保（河川課、道路課、防災砂防課、住宅課） 

③空き家など住宅ストックを活用した移住促進（住宅課） 

空き家対策市町村緊急支援事業 

・活用の可否を専門家が調査 
・活用する際の改修方法、工事費の概算額等を提案 
（プラン作成を含む調査費  100千円/戸） 
（県費 25千円/戸 補助率 1/4）       

                  
 市町村が空き家を公的賃貸住宅（お試し  
 住宅等）に再生する費用を支援 
 （補助対象事業費 9,324千円/戸） 
 （県費 2,331千円/戸 補助率1/4）  

空き家活用促進事業（H30:30戸） 

空き家の活用に係る事業  130戸（繰越含む） 

＜改修前＞ ＜改修後＞ 

リーチ（届く範囲）を広げる！   １ 

アクティブに働きかける！ 2 

・活用可能な空き家の掘り起こしや 
 移住者ニーズに合った住まいの提案 

ゲートウェイ（受け皿）を広げる！ 3 

                  
   

市町村が空き家をリフォームして活用しようとす
る者に補助する費用の一部を支援 
（補助対象事業費 1,824千円/戸） 
（県費 608千円/戸 補助率1/3） 

€€ 空き家活用費補助事業（H30:40戸） 

 空き家を再生活用（四万十町H28) 

移住者数1000組（H31年度目標）を 
目指した3つの戦略  
 

既存のまま

住宅リフォーム

（ ）はH29当初予算額 

 ＜その他の中山間地域での土木部の取り組み＞ 
 ○土砂災害等から命を守るための取り組み 
   ■通常砂防事業           Ｃ＝  681百万円 （681百万円）  
  ■急傾斜地崩壊対策事業     Ｃ＝1,175百万円（1,175百万円） 
  ■地すべり対策事業         Ｃ＝  168百万円（168百万円） 
  ■がけ崩れ住家防災対策事業   Ｃ＝ 322百万円（322百万円） 
  ■がけ地近接等危険住宅移転事業等Ｃ＝     7百万円（新規） 
  
  
 
   

急傾事業による要配慮者 
利用施設の保全 

がけ崩れ住家防災対策事業 
による人家の保全 

砂防堰堤の整備による 
下流人家の保全 

事業者（専門家）との連携強化による移住者向け住宅の確保促進 

・効果的な空き家活用が可能な専門家の育成   ・専門家グループによる空き家所有者の再生活用支援体制の構築  

道路管理(草刈)を推進 河川委託の実施例：奥田川親水公園の整備 

《実績》 
 Ｈ26～H29  3カ年で 217戸 再生 
 

   移住者支援住宅 183戸 
   お試し住宅      28戸 
   居住支援住宅     6戸 
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 平成３０年度中山間対策のポイント 

教育の質の向上 地域資源の活用 

教育委員会 

地域の人材育成 

小規模・複式校における特色ある教育課程推進事業 
移住・定住へのサポート 

○空き教職員住宅の目的外使用許可等 
 

  市町村の必要性に応じ、教職員住宅の 
 空き住宅について、行政財産の目的外 
 使用許可等を行う。      

 中山間地域の教育振興や児童生徒の学力向上、体験学習（活動）などにより、地域の教育力を向上させ、中山間

地域の活性化につなげます。 

教職員・福利課  

青少年教育施設振興事業 

○野外キャンプなどの各種の体験活動を通じて、青少年の自主性・社会性・協調性を育成する。 

連携型中高一貫教育の推進 

○中・高が連携し、お互いの教員の授業交流や合同職員会等を通じた 体系的な学力向上やキャリア教育
の推進（体験学習及び地域の活性化に向けた課題解決型学習含む）を支援する。 

高等学校課    H30当初 509千円 （H29当初 509千円） 

地域と連携したキャリア教育の推進 
（キャリアアップ事業） 

○地域産業の振興とそれを担う人材の
育成を目標に、地域企業でのインターン
シップや農林業就業体験など、地域と連
携した体験活動を推進し、将来の地域
産業の担い手としての資質を育む。 

              高等学校課 

H30当初 4,254千円（H29当初 4,254千円） 

生涯学習課  H30当初  4,549千円 （H29当初 4,676千円） 

中山間地域等における保育士の人材確保と育成 

幼保支援課    ○保育士修学資金等貸付事業 
 H30当初 9,180千円（ H29当初 10,411千円） 

  保育士資格の取得を目指す学生に対し修学資金を貸 
 し付け、修学を容易にすることにより、県内において質 
 の高い保育士を養成する。 
  また、潜在保育士を対象とした再就職支援の貸付を 
 行い、保育士人材の確保を図る。 

小中学校課  H30当初 2,380千円（ H29当初  4,249千円） 

 学校・家庭・地域の連携による教育支援活動        
                  生涯学習課 

 学校・家庭・地域が一体となり、地域ぐるみで子どもたちを見守
り育てる体制づくりを推進するとともに、放課後等の子どもたちの
安全・安心な居場所づくりや学びの場の充実を図る。 

 ○学校支援地域本部等事業   

・学校が地域と連携・協働する体制を構築するため、地域住民が 
 学校における学習支援や部活動支援、環境整備、登下校安全 
 指導、学校行事支援などの活動に参画し、子どもたちの成長を 
 支える学校支援地域本部の設置を促進する。 

  H30当初 76,200千円 （H29当初 67,664千円） 

○放課後子ども総合プラン推進事業  

・放課後等に子どもたちの安全・安心な活動拠点（居場所）を設 
 け、地域の多くの方々の協力を得て、様々な体験・交流・学習 
 活動の機会を提供する。 
・国庫補助対象外である学習支援者の配置や教材等の購入、 
 防災対策経費、子ども教室における食育学習への助成を行 
 う。 

・家庭の経済状況等にかかわらず、全ての子育て世帯が利用 
 できるよう、利用料の減免を行う市町村への助成を行う。 

 H30当初 565,787円（ H29当初 563,706千円） 

個々に応じた確かな学力育成事業（インターネットツールの活用） 

○地理的な教育環境の違いや多様化する学力、進路希望に対応するため、インター 
 ネット学習教材を活用して個々に応じた学習指導を行う。      （H30：12校実施） 

高等学校課  H30当初 7,200千円（H29当初 17,234千円） 

○小学校小規模・複式校における授業改善・特色ある教育課程推進事業（各教育事務所） 
 各教育事務所が、地域や学校の実態に応じた研修会や指導訪問等を企画し、小学校の小規模・複式校 
  における授業及び特色ある教育課程の改善・充実を図る。 

○中学校教科ネットワーク構築事業 
  近隣の中学校教員が共同研究を行い、教科指導力の向上を図る。 
○複式教育スーパーバイザーの派遣（各教育事務所） 
 県が指名するアドバイザーが、小規模及び複式校からの要請に応じて訪問し、指導助言を行う。 

中学校教科間連携による授業力向上実践研究事業 
学校内に同一教科の教員が少ない中学校において、教科の枠を越えた授業力向上のためのチームを編
成し、定期的なチーム会や日常的なＯＪＴを実施することで教員同士が切磋琢磨する機会を充実させ、組
織的な授業改善を推進する。 

 

   
○ICTを活用した遠隔教育システムを用いて、多様 
 かつ高度な教育に触れる機会を提供し、中山間 
 地域の小規模校の教育の質を確保する。 

運動部活動サポート事業 

保健体育課   H30当初 5,471千円） 

小中学校課  H30当初 777千円 

２X+３Y＝6 
 
X
２

ー４＝０ 

配信校 受信校 

高等学校課   H30当初 11,927千円（ H29当初  11,604千円） 
高等学校における遠隔教育の普及・推進研究事業 

  
   従来の学び直し、基礎学力の充実を図る支援員に加え、中山間小規模校に対しては、 
学力上位層を指導できる支援員を配置することにより、大学進学のための学力を育成す 
る。 
 ※中山間地域の学力上位層を指導できる人材の確保に向け、市部の支援員等が指導に赴く際の交通費を支給 

 

高等学校課   H30当初 1,810千円 

学習支援員の配置 

○中山間地域対象（進学） 

○運動部活動支援員の配置を希望
しているが、人材不足等の理由によ
り配置が困難な中山間地域の部活
動に対し、他市町村から支援員が指
導に赴く際の交通費を支給すること
により、配置を促進させ、運動部活
動の充実と競技力の向上を図る。     
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